
労働保険事務組合・特別加入団体の皆様へ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申し込み先 

 
 
     独立行政法人労働者健康安全機構 山口産業保健総合支援センター 
     https://www.yamaguchis.johas.go.jp 
     〒753-0051 山口市旭通り二丁目９-19 山口建設ビル４階 
     TEL 083-933-0105  FAX 083-933-0106                R6.7 

 

所 在 地 電話番号 FAX 

下関 〒751-0831 下関市大学町 2-1-2 下関市医師会内 083-252-2285 083-255-0726 

宇部 〒755-0072 宇部市中村 3-12-54 宇部市医師会内 0836-52-8400 0836-21-2717 

徳山 〒745-8510 周南市東山町 6-28 徳山医師会内 0834-32-7950 0834-31-1623 

下松 〒744-0025 下松市中央町 21-1 下松医師会内 0833-41-5234 0833-43-7180 

岩国 〒740-0021 岩国市室の木町 3-6-11 岩国市医師会内 0827-21-6454 0827-21-6455 

小野田 〒756-0088 山陽小野田市大字東高泊 1947-1 山陽小野田医師会内 0836-84-4470 0836-83-9550 

防府 〒747-0814 防府市三田尻１丁目 3-1 防府医師会内 0835-22-0565 0835-24-4060 

山口 〒753-0056 山口市湯田温泉 5-2-21 山口市医師会内 083-922-3541 083-922-4229 

萩 〒758-0074 萩市大字平安古町 208-1 萩市医師会内 0838-22-0224 0838-24-2196 

● 地域産業保健センター（     ）で受けられるサービス 

① 健康管理に係る相談（健康相談） 

② 健康診断の結果についての医師からの意見聴取（意見聴取） 

③ 長時間労働者に対する面接指導 

④ ストレスチェックに係る高ストレス者に対する面接指導 

③及び④の面接指導については、注文者等※2（労働者数が 50 人未満の事

業場に限る）からも申し込みが可能です。 

※2：① 個人事業者等に仕事を注文する注文者 

② 注文者ではないものの、個人事業者等が受注した仕事に関し、個人事業者等が

契約内容を履行する上で指示、調整等を要するものについて必要な干渉を行う者 

● 産業保健サービスを受けられる人（対象者） 

個人事業者等※1 のうち労災保険に特別加入している人 

※1：事業を行う者のうち労働者を使用しないもの及び中小企業の事業主又は役員 

令和 6 年５月に策定された「個人事業者等の健康管理に関するガ

イドライン」に        と     の活用を明記 ⇒ 

個人事業者等へ産業保健サービスの提供を始めました 

セミナーもあるゾウ 


